
地域公共交通総合連携計画及び 
生活交通ネットワーク計画の策定について 

 
 
 
 

 
 
 

事業・路線単位ごとの「生活交通ネットワーク計画」 全体計画としての「地域公共交通総合連携計画」 

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に

基づき、市町村が策定する地域公共交通の活性化

及び再生を総合的かつ一体的に推進する計画 

「中井町地域公共交通総合連携計画」 
 

「中井町生活交通ネットワーク計画」 
 

策定（平成２５年３月） 
 

・地域公共交通の方向性 
・公共交通ネットワークの全体像 
・公共交通サービス水準の目標 
・交通事業者・行政・住民の役割分担 
・地域との協働による公共交通システム 
 の検討 
・定住環境を高める地域公共交通の充実 

 
 
 
 

中井町地域公共交通会議 

 
 
 
 

・地区懇談会 
・住民説明会 
・パブリックコメント 
・実証運行の利用者意見 

町   民 

 
 
 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金 

国土交通省 

（地域公共交通調査事業）申請予定  

交通会議（５回開催予定） 

委員 ２３名 具体的協議・合意形成 

 
 
 
 

作業部会（状況に応じ開催） 

具体的内容の検討・計画
の素案作成 

専門的立場での実務作業 

交通事業者 
学識者 
運輸支局 
中井町企画課 

連携計画に記載する事項 

連携計画の基本方針 

連携計画の区域 

連携計画の目標 

目標達成するための事業及び実施主体 

計画期間 

実施に関し町が必要と認める事項 

地域公共交通の確保・維持・改善のために、協議会

又は県・市町村が最適な移動手段の提供をするた

めに様々な障害の解消に取り組むための計画 

生活交通ネットワーク計画に記載する事項 

目的・必要性 

定量的な目標・効果 

運行を確保・維持する区域の概要及び運送予定者 

費用の総額、負担者及びその負担額 

 

 

課題の指示 素案・検討結果の提案 

資料６ 


